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路線バス停留所の設置基準の制定
県下における交通量は昭和３７年に比較すると国道は２．３２倍、主要地方道２．３３

倍、その他の県道２．７２倍と著しく増大している。一方、路線バスの通行車両数も２．
０８倍となっており、路上のバス停留所（以下「バス停」という。）における客扱いが、
当該バスの乗降者の危険のみでなく事故発生の遠因ともなっているので利用者の安全と一
般交通の安全と円滑化をはかるため、バス停の設置に際しての基準を次のように定めたか
ら、今後、新設するバス停はもとより、既設のバス停についても重点的に順次この基準に
よるように関係者を指導せられたい。

記
以下、別表による。



別 記
１ 基本原則
(1) 設置に当っての基本原則

路線バスの停留所は、道路の状況、交通量等を勘案し、路外に設置することを原
則とする。
ただし、道路のふくらみ、または、待避所等で、路線バスが客扱いのために路外

部分に寄れる場所にある場合、これを利用することは差支えない。
２ 設置基準

対 象 別 適 当 と す る 基 準 判 断 基 準 摘 要

路面電車停 路面電車停留場から３０メ 道路交通法第４４条第１
留所の附近 ートル以上はなれているとき。 項第５号の規定により、１

０メートル以内は駐停車の
禁止場所であり、バスが停
車中に後続車が安全に通り
抜けるためには、電停の法
定禁止距離１０メートル十
バスの車長十ハンドル操作
距離１０メートル＝所要距
離概ね３０メートル

安全地帯の 安全地帯の前後の側端から 道路交通法第４４条第１
附近 それぞれ２０メートル以上の 項第４号の規定において１

余地を残すものであるとき。 ０メートル以内は駐停車禁
止となっている。他の車両
の安全運転操作距離１０メ
ートルを加える。

交差点の附 交差点で右折するバスは、 交差点の手前において客
近 右折後、交差点から３０メー 扱いして、右折車線に入ろ
(１)片側２ トル以上はなれているもので うとする場合は、一般交通
車線以上あ あるとき（右折しようとする との危険を防止し安全と交
る道路の交 交差点の手前に設けるもので 通の円滑をはかるため右折
差点で右折 ないこと。）。 し終ってから側端によるこ
するバスの と。
場合 この場合に、運行回数等

をも勘案し、交差点からの
距離を定める。

(２)直進ま ア 交差点の手前に設けるも 道路交通法第３０条第３
たは左折す のにあっては、横断歩道の 号の規定により、横断歩道
るバスの場 あるところでは、横断歩道 の手前３０メートル以内に
合 の手前から３０メートル以 おいては、車両は迫越しを

上はなれているものである 禁止されている趣旨によ
と。 る。

イ 横断歩道のない交差点に 道路交通法第４４条第１
あっては、交差点の外側支 項２号の規定においては、
端から１０メートル以上は 交差点の手前５メートル以
なれているとき。 内は車両の駐停車が禁止さ



れている。交差点を左折す
る車両の安全なハンドル操
作には車両の回転角度を考
えて安全距離をとること。

橋梁の附近 道路の幅より橋の幅が狭い
場合は、橋の前後それぞれ３
０メートル以上はなれている
ものであるとき。

坂の頂上附 坂の頂上および頂上附近に 道路交通法第３０条第１
近 設けるものにあっては、道路 項第１号では、車両の追越

幅が３車線以上あり、かつ停 しが同法４２条は徐行と、
留所が路外に設けられている 同法４４条第１項第１号で
ものであること。 は、駐停車の禁止をそれぞ

れ規定している。

単路の横断 横断歩道の両側に設けるも 道路交通法第３０条第１
歩道の附近 のにあっては、横断歩道から 項第３号において、横断歩

それぞれ３０メートル以上は 道の手前３０メートル以内
なれて設けるものであること。 は、車両の迫越しを禁止し

ている。
従って、横断歩道幅＋６

０メートルは上下線のバス
停の間隔である。

屈曲附近 視距離１５０メートル以上 道路交通法第３０条第１
であるものであるとき。 号の規定により、まがりか

ど附近における追越しは禁
止されている。
曲線の円をえがいてまが

る車両が安全に通行できる
のに１５０メートルの視距
離を確保しようとするもの
である。

踏切附近 踏切の附近では、前後とも 道路交通法第３０条第１
踏切から３０メートル以上離 項では、車両は追越しが、
れているものであるとき。 同法第４４条第６号の規定

により、前後それぞれ１０
メートル以内は、駐停車を
禁止している。踏切の前後
の交通渋滞は、踏切上の危
険に直接関係を有するもの
であり 、他に交通の安全
と円滑のために、後続の車
両の安全操作、距離を含み
３０メートルの間隔を確保
しようとするものである。



３ 設置場所の図例 (５) 単路の横断歩道の付近

(１) 路面電車停留所付近

(６) 横断歩道橋の付近

(２) 交差点付近

(ア) 片側２車線以上ある道路、

右折するバス停

(７) 橋梁等の付近

(ア) 橋の付近

(イ) 横断歩道のある交差点の手

前に設ける直進左折のバス停

(イ) トンネル及びガード付近

(ウ) 横断歩道のない交差点の付 ４ 路外設置の図例

近に設ける場合 (１) 歩道のある場合(平面)

(２) 歩道のない場合

(３) 屈曲の付近 ・平面

(ア) 法面に余裕のある場合

(４) 踏切付近

(イ) 法面に余裕のない場合



・断面

(ア)

(イ)

(３) 道路ふくらみ部分を利用する場合

(４) 待避所を利用する場合


